
2 意匠制度研究
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はじめに
　新規性要件と創作非容易性要件の関係について検
討するにあたり、参照すべき最高裁判決として、①
最判昭和49・３・19〔可撓伸縮ホース〕昭和45（行ツ）
45民集28巻２号308頁、②最判昭和50・２・28〔帽子〕
昭和48（行ツ）82集民114号287頁、③最判昭和39・６・
26〔乗合自動車〕昭和37（オ）380民集18巻５号938頁
がある。
　第一に、新規性要件（意３条１項）と創作非容易
性要件（意３条２項）の考え方の相違について、①

〔可撓伸縮ホース〕最判［図１］は、「同条一項三号は、
意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち
登録意匠にかかる物品と同一又は類似の物品につき
一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜし
める意匠にも、及ぶものとされている（法二三条）
ところから、右のような物品の意匠について一般需

要者の立場からみた美感の類否を問題とするのに対
し、三条二項は、物品の同一又は類似という制限を
はずし、社会的に広く知られたモチーフを基準とし
て、当業者の立場からみた意匠の着想の新しさない
し独創性を問題とするものであつて、両者は考え方
の基礎を異にする規定である」と述べる。この説示
を再確認して、②〔帽子〕最判は、「三条一項三号は、
同項一、二号に掲げる意匠（公知意匠）と類似の意
匠でないことを登録要件としたものであつて、そこ
では、同一又は類似の物品の意匠間において、一般
需要者の立場からみた美感の類否が問題となるので
ある。これに対し、同条二項は、物品との関係を離
れた抽象的なモチーフ……を基準とし……、そこで
は、物品の同一又は類似という制限をはずし、右の
周知のモチーフを基準として、当業者の立場からみ
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●図１ 意匠登録第207720号

引用意匠
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